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地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき財政援助団体等監査を実施したので、

その結果を同条第９項の規定により公表します。 
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１ 監査の対象 

⑴ 指定管理者 

特定非営利活動法人あおぞら 

⑵ 所管課室 

社会福祉課障害支援室 

⑶ 対象業務及び事務 

 銚子市児童発達支援センターわかば（以下「センター」という。）の指定管理者が、

令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの委託期間のうち、令和６年度のセン

ターの管理運営に係る業務及びその他の事務の執行 

 

２ 監査の期間 

令和７年８月２２日から令和７年９月３０日まで 

 

３ 監査の方法 

監査は、指定管理者及び所管課室から提出された資料、提示された出納関係帳票そ

の他関係書類に基づき、センターが関係法令、銚子市児童発達支援センターの設置及

び管理に関する条例及び管理運営に関する基本協定書等の定めるところにより適正に

管理されているかを主眼とし、現地確認及び関係者から説明を聴取する方法により実

施した。 

 

４ 監査の概要 

⑴ 施設の概要等 

① 所在地  銚子市三崎町３丁目９６番地の１ 

② 設置の目的 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第６条の２の２

第２項に規定する児童発達支援を行うほか、次に掲げる事業を実施することによ

り、障害のある児童の福祉の増進を図る。 

ア 法第６条の２の２第３項に規定する放課後等デイサービス 

イ 法第６条の２の２第４項に規定する居宅訪問型児童発達支援 

ウ 法第６条の２の２第５項に規定する保育所等訪問支援 

エ 法第６条の２の２第６項に規定する障害児相談支援 

オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５条第１８項に規定する計画相談支援及び同条第１９項に規

定する基本相談支援 

 

③ 施設の内容 

ア 敷地面積 ２,９６４．０４㎡ 
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イ 建物面積   ６１２．３０㎡ 

       舎屋   ５３７．０９㎡（コンクリート平屋建て） 

       車庫    ６０．３１㎡（鉄骨平屋建て） 

       倉庫    １４．９０㎡（木造平屋建て） 

                               （単位：㎡） 

室 名 室数 面積 

 

室 名 室数 面積 

発達支援室 ４ 

１４３．１０ 

（内訳） 

 ３７．０９ 

 ３３．４３ 

 ３４．８７ 

３７．７１ 

食 堂 １  ４０．９７ 

調 理 室 １  ２０．５２ 

事 務 室 １  ４８．２６ 

洗 濯 室 １   ９．７２ 

更 衣 室 １  １０．０５ 

遊 戯 室 １  ６７．４７ 給 湯 室 １   ５．２５ 

医務室・静養室 １  １２．９６ 教 材 庫 ２  １５．０６ 

相 談 室 １   ７．６０ そ の 他 ― １５６．１３ 

 

⑵ 財政援助等の内容 

① 指定管理委託料  ７，３８８，３８３円  

※ センターの利用に係る利用者負担金等及び障害児通所給付費その他給付費は、

指定管理者が収受し、指定管理者の収入とする(利用料金制）。 

 

② 指定管理者の主な業務 

ア 利用の許可及びこれに付随する業務 

イ 各種支援事業に関する業務 

  (ｱ) 児童発達支援業務 

  (ｲ) 居宅訪問型児童発達支援業務 

  (ｳ) 保育所等訪問支援業務 

  (ｴ) 障害児相談支援業務 

  (ｵ) 特定相談支援業務 

  (ｶ) その他利用児童等のサービス向上に資するものとして提案された業務 

ウ 施設及び設備の維持管理及び補修に関する業務 

エ 児童発達支援のための送迎用車両の運行に関する業務 

 

③ 運営体制（令和６年度） 

  施設長１名、児童発達支援管理責任者１名、児童指導員１名、 保育士６名、 

看護師１名、理学療法士１名、調理員２名、運転手１名、事務職員１名、訪問支援

員２名（兼務）、相談支援専門員３名 
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④ センターの利用状況（令和６年度） 

ア 児童発達支援事業 

 

 

 

 

イ 居宅訪問型児童発達支援訪問支援事業 

 

 

 

 

ウ 保育所等訪問支援事業 

 

 

 

 

エ 障害児相談支援事業 

 

 

 

 

オ 特定相談支援事業 

 

 

 

 

 

５ 監査の結果 

センターの管理運営に係る業務、出納その他の事務については、概ね適正に執行さ

れていたものと認められた。 

 

指定管理者においては、関係法令、条例及び規則並びに国のガイドラインの遵守、

利用児童に係る安全計画の作成、インシデントに対する組織的な情報共有体制、アレ

ルギーやハラール食に対応した給食の提供、保育士の確保及び研修成果の共有による

保育士の資質向上に努めるなど、児童に配慮し支援するうえで効果的かつ効率的な施

設管理運営が行われていた。 

 

契約者数 
開所日数 

延利用 

人数 年度当初 増 減 年度末 

40人 5人 2人 43人 242日 4,304人 

契約者数 延訪問 

件数 年度当初 増 減 年度末 

0人 0人 0人 0人 0件 

契約者数 延訪問 

件数 年度当初 増 減 年度末 

4人 0人 0人 4人 31件 

契約者数 相談支援件数 

年度当初 増 減 年度末 計画 モニタリング 合計 

64名 13名 10名 67名 46件 168件 214件 

契約者数 相談支援件数 

年度当初 増 減 年度末 計画 モニタリング 合計 

66名 11名 9名 68名 47件 147件 194件 
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一方で、経理の執行や業務の処理に関して、一部に次のような改善を要する事項が

見受けられた。 

・ 収支決算書に記載される経費について、消防用設備等保守点検業務に係る未契約

の事務処理、浄化槽ブロワー修理に係る見積書の日付未記載、言語聴覚士の交通費

における支給規定の未整備及び領収書の領収書綴未編綴など、関係書類の不備が見

られたほか、腸内細菌検査（検便）費用における支払事務に不適切な処理が認めら

れた。経理関係書類及びその支出の根拠を整備し、支払のチェック体制を見直すこ

とにより、公費たる指定管理料を適正に執行し透明性を確保するよう図られたい。 

・ 職員のタイムカードについて、出退勤の事項に誤記載が見られたほか、職員の

出退勤を確認するための押印がされていなかった。職員の勤務の有無及び出退勤の

時刻の管理は、労働基準法第４章及び「労働時間の適正な把握のために使用者が講

ずべき措置に関するガイドライン」に基づき、適正に対処されたい。 

・ 災害発生時の避難場所とする施設の管理者の利用許可について、施設管理者の許

可は口頭で得ているが、早急に施設管理者への申請及び許可を書面により執り行う

よう図られたい。また、災害等の避難訓練に際しては、不測の事態に備えた対応及

び連絡手段の機能不全を想定した保護者との連絡体制の確保方法など訓練内容を再

度検討されたい。併せて、災害時に、警察、消防及び病院などの関係機関と連携し

た体制ができるよう、所管課室と協議し対応されたい。 

なお、通園バスと原付バイクの接触事故は人命に係わる重大なアクシデントであ

り、児童の通園体制に支障が生じたことは看過できない事態であることから、今後

は徹底した安全運転・管理の励行に努められたい。 

 

所管課室においては、以上の事項を踏まえて指定管理者の管理・監督に努められたい。 

基本協定書に記載されている市の貸与備品について、基本協定書に記載のない市の

備品を指定管理者による処分とし、これに係る経費を指定管理料から支出することを

容認していたほか、市の貸与物品の異動について、購入及び廃棄に係る処理及び記録

が書面で処理されていなかった。所管課室は指定管理者と協力して市及び指定管理者

の管理備品を確認して備品の異動状況を明らかにし、年度協定書に締結時点で最新の

備品の状況を記すなど双方が確認できるようにするとともに、協定に基づく費用負担

区分により備品を管理するよう図られたい。 

センターにおける災害発生時の対応については、避難場所として指定する施設の利

用許可や警察、消防及び病院などの関係機関との連携体制の確立について、指定管理

者と協議するとともに、災害発生時における児童の保護者への連絡や問い合わせなど

適切な対応方法を指定管理者と共に検討されたい。 

なお、通園バスと原付バイクの接触事故は看過できない事態であることから指定管理

者と共に安全運転及び管理体制を再度構築し事態の収束に向けて取り組まれたい。 
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今後とも所管課室と指定管理者が連絡をより一層密にし、関係する保育所や特別支

援学校との連携を図ることで、児童発達支援センターが地域の障害児の健全な発達に

おいて中核的な役割を担い、障害のあるこどもやその家族に対して質の高い支援を提

供するとともに、本市における障害児支援の向上に資するよう児童発達支援の推進に

努められたい。 

 

 

  

 

 


